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地域管理経営計画の変更について

[変更理由]

平成２０年３月策定、計画期間 平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日の計画。

平成23年7月に閣議決定された、森林・林業基本計画及び全国森林計画に基づき、所要

の計画量を変更することに加え「地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び伐採

造林計画簿作成様式について」の一部改正に基づいた変更を行うこととし、国有林野の管

理経営に関する法律（昭和26年6月23日法律246号）第6条及び国有林野管理経営規程（平

成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第6条第8項に基づき、変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成２４年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２０年３月策定、「平成２２年３月変更」「平成２３年３月変更」

計画期間：平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日）の変更内容

（１）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（２）機能類型に応じた管

理経営に関する事項」を上記理由により変更する。

（２）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（２）機能類型に応じた管

理経営に関する事項」の「④その他」を上記理由により追加変更する。

（３）「１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「（４）主要事業の実施に関

する事項」の「④ 林道の開設及び改良の総量」の開設路線数並びに開設延長、改良

箇所数並びに改良延長を上記理由により変更する。
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１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（２）機能類型に応じた管理経営に関する事項

機能類型に応じた管理経営については、「管理経営の指針」（別冊）によるほか、次

の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこととする。

なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持･改良等に必要な施業により生

じる木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス利用等の

地域ニーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。

④ その他

国有林の地域別の森林計画における公益的機能別施業森林と機能類型との関係は下

表のとおり。

○ 機能類型と公益的機能別施業森林の関係

公益的機能別施業森林

水源涵養機 山地災害防止 快適環境形 保健機能維
機 能 類 型 能維持増進 機能／土壌保 成機能維持 持増進森林

森林 全機能維持増 増進森林
進森林

土砂流出崩壊防備 ○ ○

国 気象災害防備
土 （飛砂、風害、潮 ○ ○ ○
保 害、雪害、霧害等

水土保全林 全 の気象害の防備）
タ 生活環境保全
イ （防音や大気浄化 ○ ○
プ による生活環境の
保全）

水源涵養タイプ ○

森林と人と 自然維持タイプ ○ ○ ○

の共生林 森林空間利用タイプ ○ ○ ○

資源の循環利用林 ○

（４）主要事業の実施に関する事項

④ 林道の開設及び改良の総量

路 線 数 延長(ｍ) 箇 所 数 延長(ｍ)

数　量 32 63,530 90 13,410

開 設 改 良
区 分
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（案）

第３次国有林野施業実施計画書
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（第３次変更計画）

自 平成２０年４月 １日

計画期間

至 平成２５年３月３１日

（平成２４年３月変更）
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国有林野施業実施計画の変更について

[変更理由]

平成23年7月に閣議決定された、森林・林業基本計画及び全国森林計画に基づき、所

要の計画量を変更することに加え「地域管理経営計画書、国有林野施業実施計画書及び

伐採造林計画簿作成様式について」の一部改正に基づいた変更を行うこととし、国有林

野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第14条第2項に基づき、変更

するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成２４年４月１日より生じる。

１．現行計画（平成２０年３月策定、「平成２２年３月変更」「平成２３年３月変更」

計画期間：平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日）の変更内容

（１）「２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は

標準伐採量、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び

更新量」の「（６）伐採総量」の「(再掲)市町村別内訳」を上記理由により追加変更

する。

（２）「３ 林道の整備に関する事項」を上記理由により計画量増のため変更する。

（３）「７ その他必要な事項」の「（２）フィールドの提供」を一箇所削除変更する。
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２ 施業群及び生産群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積又は標準伐採量、
伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

（６）伐採総量 （単位：ｍ３、ha）

林 地

区 分 臨 時 合 計
主 伐 間 伐 小 計 計伐採量

国土保全タイプ － 179,620 179,620
(2,145)

水
スギ・ヒノキ普通伐期 － 6,681 6,681

水
土 源 スギ長伐期 1,571 293,828 295,399

か
ん ヒノキ長伐期 － 387,046 387,046

保 養
タ ｱ ｶ ﾏ ﾂ 長 伐 期 － 2,325 2,325
イ 43,991 924,700 － 924,700

全 プ ケヤキ長伐期 － 190 190

スギ・ヒノキ複層林 － 4,147 4,147
林

天然林長伐期 － 214 214

保 護 樹 帯 － 3,484 3,484

小 計 1,571 697,915 699,486
(7,767)

計 1,571 877,535 879,106
(9,912)

自然維持タイプ － － －
(-)

森林空間利用タイプ 1,425 178 1,603
(1)

計 1,425 178 1,603
(1)

ス ギ 中 径 材 30,262 6,934 37,196

資 ヒ ノ キ 中 径 材 86,733 21,265 107,998
源
の ス ギ 大 径 材 － 20,209 20,209
循
環 ヒ ノ キ 優 良 材 － 31,311 31,311
利
用 し い た け 原 木 8,322 － 8,322
林

アカマツ中径材 － 79 79

計 125,317 79,798 205,115 18,885 224,000 － 224,000
(787)

128,313 957,511 1,085,824 62,876 1,148,700 － 1,148,700
合 計 (10,700)

26,062 191,406 217,468 12,579 230,047 － 230,047
年 平 均 (2,140)

（ ）は、間伐面積である。

林
地
以
外

森
林
と
人
と
の
共
生
林
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（再掲）市町村別内訳 （単位：ｍ３）

林 地
市 町 村 名 林 地 合 計

主 伐 間 伐 小 計 臨 時 計
伐採量 以 外

八 代 市 16,084 176,268 192,352

人 吉 市 18,870 180,295 199,165

水 俣 市 24,867 39,991 64,858

氷 川 町 - 1,551 1,551

芦 北 町 49,596 90,884 140,480

津 奈木町 - 435 435

錦 町 180 39,985 40,165

多 良木町 1,989 75,234 77,223

湯 前 町 1,966 69,665 71,631

水 上 村 3,431 41,459 44,890

相 良 村 1,836 44,706 46,542

五 木 村 1,496 28,939 30,435

山 江 村 - 53,244 53,244

球 磨 村 1,899 70,515 72,414

あさぎり町 6,099 44,340 50,439

注 臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。
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３ 林道の整備に関する事項

基 幹 開 設 箇 所 延 長
・ ・ 路 線 名 備 考

その他別 改良別 （林 班） （ ｍ ）

基 幹 開 設 永葉林道（西浦側） 18、19 1,700

永葉林道 19 400

梶原林道 66、67 2,860

小川内林道 55 3,700

東光寺林道 2040 400

その他 開 設 段塔林道68支線 67、68 1,400

丸塚林道82支線 82 4,700

平山林道 97、98 2,000

折渡林道1021支線 1021、1022 1,700

松生林道(1443側) 1448～1450、 3,870
〃 (1444側) 1443、1444

市房第２林道 2028 2,800

平ノ下林道 2059 600

上小鶴2076林道 2076 2,900

柳野林道 2041 1,200

庵ノ山1447林道 1446、1447 2,600

松求麻1028林道 1028、1030 3,100

大河内88林道 86、88 1,400

鹿目林道12支線 12 2,100

上山1421林道 1421 2,300

松求麻1029林道 1029 1,500

米田山1442林道 1441、1442 2,600

米田山林道（古石側） 1430、 2,300
1433～1436

高仁田8林道 7、8 2,600

尾奈古林道 1438 1,700

鍵掛2033林道 2033 1,000

焼尾林道 2025、2026 2,300

牧良林道 2024 1,300

辰之元林道92支線 92 1,100

大野林道 40、42 2,600
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基 幹 開 設 箇 所 延 長
・ ・ 路 線 名 備 考

その他別 改良別 （林 班） （ ｍ ）

その他 開 設 ｱｸｿｰ林道花立支線 2013 1,200
2013分線

湯前林道18支線 2017～2019 600

子別峠林道7支線 1007、1008 1,000

基 幹 改 良 白浜林道（布計側） 1 200 舗 装

鹿目林道 16 500 〃

矢岳林道 32､49､50 600 〃

段塔林道 66 200 〃

子別峠林道 1008､1011 600 〃

横谷林道 1015～1017 800 〃

上宮林道 1052､1053 300 〃

川口樅木林道 1129､1130､ 500 〃
1131､1134

市木林道 1416 500 〃

大川林道 1421 300 〃

大川林道（久木野側） 1426､1427､ 300 〃
1429

白髪岳林道 3015 200 〃

久米川内林道 2008 150 舗装、改良

アクソー林道 2014～2016、 400 〃
2085

深水林道 1027～1030 200 〃

上岩林道 1035～1039 200 改 良

市ノ俣林道 1042～1044 400 舗装、改良

日の口林道 1416～1419 300 〃

鏡山林道 1454～1460 500 舗 装

米田山林道 1441～1444、 1,000 〃
1437、1451

白浜林道 7、8、22、23 400 〃

白浜林道 8 100 永久橋

飯盛林道 2005～2009 500 舗 装

大通越林道 1017～1020 600 〃
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基 幹 開 設 箇 所 延 長
・ ・ 路 線 名 備 考

その他別 改良別 （林 班） （ ｍ ）

その他 改 良 油谷林道 1048､1049 300 舗 装

村東林道 1411 200 〃

鉄山林道丸塚支線 3046 400 〃

梶原林道59支線 57、59 120 舗装、改良

宇那川林道 85～87 200 〃

樅木林道1118支線 1114～1118 200 舗 装

菖蒲谷林道 1003、1004 40 改 良

折渡林道1026支線 1025、1026 400 舗 装

松生林道 1445、1448 200 舗装、改良

高仁田8林道 7、8 500 舗 装

松求麻1029林道 1029 400 舗装、改良

大関林道 1426、1428 200 〃

平ノ下林道 2059 500 舗 装

開 設 63,530 32 路線
計

改 良 13,410 90 箇所

７ その他必要な事項

（２）フィールドの提供

対 象 地 （ 林 小 班 ） 設 定 の 目 的 備 考

該当なし


